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令和３年度財政援助団体等監査結果の報告について 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき実施した財政援助団体等監査の結果について、同

条第９項の規定により、別紙のとおり報告を提出します。 

なお、この監査結果報告に基づき、又はこの監査結果報告を参考として措置を講じたときは、

同条第１４項の規定により通知願います。 
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令和３年度財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 監査の種類 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査 

 

２ 監査の対象 財政援助団体 東大和市シニアクラブ連合会 

         所 管 部 署 福祉部 高齢介護課 

３ 監査の範囲 令和２年度及び３年度に交付した補助金等に係る出納及び事務の執行状況 

 

４ 監査の期間 令和３年１０月５日（火）から令和４年１月２４日（月） 

 

５ 監査の方法 補助金が補助目的に従って使用され、十分な効果を上げているか、関係書類 

を試査、精査するとともに、団体責任者等へ説明聴取を実施する。 

 また、補助金交付に関する事務について、交付手続き等が適正に行われてい 

るか、関係書類を試査、精査するとともに、関係職員へ説明聴取を実施する。 

 

６ 監査の着眼点  

所管部署 

（１）補助金等の決定は法令等に適合しているか。 

（２）補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か。 

（３）補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。 

（４）補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか。 

（５）財政援助団体等への指導監督は適切に行われているか。 

財政援助団体等 

（１）事業計画書、予算書及び決算諸表と所管部署へ提出した補助金等の交付申請書、実績報告

書は符号するか。 

（２）補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われているか。 

（３）事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。 

（４）補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。 

 



（５）出納関係帳票の整備、記帳は適切及び適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は

適切か。 

（６）補助金等に係る収支の会計経理は適正か。 

（７）精算報告は適正に行われているか。 

（８）精算に伴う返還金の返還時期は適正か。 

 

７ 財政援助団体等の概要 

（１）役員及び構成員の内訳 

東大和市シニアクラブ連合会 

     【役員】 

会長１名、副会長３名、会計２名、監事２名、理事４名 

     【構成クラブ及び人員】 ３２４名 

      ・奈良橋長生会 ７５名 

      ・高木福寿会  ３６名 

      ・東友会    ３９名 

      ・幸の会    ６６名 

      ・新成会    ３９名 

      ・桜が丘友和会 ３４名 

      ・好友会    ３５名 

       

（２）事業概要 

 東大和市シニアクラブ連合会は、東京都老人クラブ運営要綱に基づき設立された東大和 

市の老人クラブをもって構成し、老人クラブの普及発展と相互の親睦を図り、老人福祉の 

向上に努め、もって社会の発展に寄与することを目的に次の事業を行う。 

① 教養・保健・奉仕・レクレーションその他の諸活動 

② 老人クラブに関する調査、連携及び調整 

③ ①②に掲げるもののほか、東大和市シニアクラブ連合会の目的達成に必要な事業 

 

８ 補助金等の概要  

  高齢介護課所管分（東大和市老人クラブ等補助金） 

  ◎補助対象事業 

  ・一般事業 

    ① 老人クラブの育成・指導事業 

    ② 仲間づくりの促進、他世代との交流促進事業 

    ③ 調査、研究、広報活動事業 

    ④ 活動推進員等他の指導者との連携事業 

    ⑤ その他社会活動事業 

   



・健康づくり事業 

    ① 健康づくりに関する実践活動事業 

    ② 健康に関する知識等についての普及・啓発事業 

    ③ 心の健康づくりに関する事業 

    ④ 低栄養予防に関する事業 

    ⑤ 介護予防に関する事業 

    ⑥ その他高齢者の健康づくりに関するもの 

 

  ◎令和２年度補助金確定額及び令和３年度交付決定額 

   【令和２年度確定額】 ７３５，１５２円 

 ① 一般事業費   ７２９，２８２円 

    ② 健康づくり事業費  ５，８７０円 

   

【令和３年度交付決定額】 １，０８３，５８７円 

    ① 連合会割 １８０，４２０円（年額） 

    ② 会 員 割  ２０，１６７円（４月１日現在の会員数３０１名×年額６７円） 

    ③ 均 等 割 ８３２，０００円（年額） 

    ④ 健康づくり事業：５１，０００円 

 

９ 監査結果 

財政援助団体等の監査を実施した結果、補助金等に係る出納及び事務については、おおむね 

適正に執行されていると認められた。 

なお、事務の執行等について、一部に改善、検討を要する事項が見受けられたので、以下に 

述べる。 

 

〈高齢介護課〉 

◎改善を求めるもの 

１ 補助金の交付について 

令和３年度東大和市老人クラブ等補助金交付要綱第３条に規定している、補助対象となる経 

費は、該当する事業に係る経費のうち、報償費、需用費(食糧費を除く)、役務費並びに使用料 

及び賃借料となっている。 

この補助対象をより分かりやすくするために「補助対象経費の支出例」等を作成し、連合会に

配布も行っているが、補助金交付要綱の規定と合致していない支出が見られる。 

連合会の現状を踏まえ、補助金が効果的に活用され、連合会が持続及び発展できるよう、時勢

に則した見直しを図るよう要望する。 

また、連合会の役員の交替もあり得ることから、その内容が十分に伝わるよう、定期的な説明

を実施するとともに連合会から補助金に対する事業計画書や収支予算書等が提出された時点で

内容の確認を十分に行うよう要望する。 



◎要望するもの 

２ 健康寿命の延伸を活性化させる高齢者への働きかけについて 

令和３年度の市長施政方針では、「シニアが活躍できるまち」の実現を目指していくためには、  

生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生をおくることができるまちづくりが必要である。 

加えて、市制５０周年記念事業として発表した「健幸都市宣言」に基づき、健康寿命の延伸 

 等に取り組むとしている。 

新型コロナウイルス感染症の影響から、市が掲げる「通いの場の拡充等による介護予防の推 

進」について、思うような取り組みができない状況ではあるが、健康増進や介護予防等に携わ 

る団体と東大和市シニアクラブ連合会の連携も視野に入れ、市民の健康寿命の延伸等につなげ 

るための基盤整備や、コロナ禍にあって、外出する機会が減る中、高齢者の不安が少しでも解 

消される取り組みの創出に努めるよう要望する。 

 

〈東大和市シニアクラブ連合会〉 

◎要望するもの 

１ 各老人クラブの東大和市シニアクラブ連合会への加入について 

当市において、老人クラブは１７団体あるが、東大和市シニアクラブ連合会への加入は７団

体となっており、近隣市に比べ加入率が低い状況となっている。 

まず、老人クラブ共通の課題として、会員数の減少や会員の高齢化があり、連合会に加入する

ことが負担になっている可能性があるとの話も高齢介護課からあった。 

老人クラブ同士の親睦を深められるよう、連合会の役割や加入することによるメリットを

様々な機会を捉え丁寧に説明するなど、高齢介護課と連携し、関連団体の協力を得ながら加入

率がアップする取り組みを実施するよう要望する。 

東大和市シニアクラブ連合会の取り組みが各老人クラブに持ち帰られ、市内全体の老人クラ   

ブの会員に浸透することにより、市内全体の高齢者の心と体の健康や高齢者の孤立を防ぐこと  

などにつなげられるよう期待する。 

 


